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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第16期

第２四半期
連結累計期間

第17期
第２四半期
連結累計期間

第16期

会計期間
自 平成28年４月１日

至 平成28年９月30日

自 平成29年４月１日

至 平成29年９月30日

自 平成28年４月１日

至 平成29年３月31日

売上高 （千円） 15,848,081 11,833,768 28,500,895

経常利益 （千円） 1,485,327 440,873 2,122,972

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

（千円） 1,043,648 220,677 3,230,944

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 1,037,966 217,422 3,249,925

純資産額 （千円） 9,847,633 12,227,361 12,081,189

総資産額 （千円） 13,223,803 15,854,893 16,269,330

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

（円） 87.01 18.29 269.05

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

（円） 81.86 17.19 252.65

自己資本比率 （％） 74.2 76.8 74.0

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 1,999,945 162,630 1,902,755

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △250,496 △589,333 2,264,688

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △190,714 △54,170 △214,986

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

（千円） 8,931,345 10,849,051 11,329,433
 

 

回次
第16期

第２四半期
連結会計期間

第17期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日

至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日

至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 41.87 3.84
 

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　

２ 【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

　また、セグメントごとの主要な関係会社の異動については、以下のとおりであります。

（その他）

第１四半期連結会計期間において、株式会社トラベルオンライン他３社を連結子会社といたしました。なお、株式

会社トラベルオンラインは、平成29年８月７日付でCROOZ TRAVELIST株式会社へ社名変更いたしました。　

なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理の状況　

１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

 

EDINET提出書類

クルーズ株式会社(E05621)

四半期報告書

 2/22



第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事

業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成29年９月19日開催の取締役会において、新規チャレンジのための投資の一環として、オンライン

ファッションスタイリングサービス等を実施する株式会社エモーシブの株式を取得し、子会社化することを決議し、

同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。

詳細は、「第４　経理の状況　１．四半期連結財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりでありま

す。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1)　業績の状況

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府・日銀による経済対策や金融政策の効果から雇用の改善

などを含め、緩やかな拡大を続けております。また、世界経済においては、一部地域における不安定化などが起き

ていますが、総じて緩やかな回復基調で推移していると判断しております。

当社は昨年10月『永続的な企業の存続に必要不可欠な事業ポートフォリオの変革、SHOPLISTをファストファッ

ションEC分野を代表するブランドへ』という方針を掲げ、平成28年11月にエレメンタルストーリーを除く全ての

ゲームタイトルに関する事業とそれに関わる人材に関して、会社分割及び株式譲渡を実施し、中核事業をゲーム分

野からEC分野へ事業構造を転換いたしました。

当社グル－プの事業領域である国内BtoCのEC（消費者向け電子商取引）市場は2016年に15兆円に達しており（注

１）、また今後更に拡大し、2021年度には25.6兆円に達する見込みと言われております（注２）。ファストファッ

ション通販「SHOPLIST.com by CROOZ」（以下、SHOPLIST)は、まさにその市場拡大とともに成長を続けておりま

す。

このような状況下、SHOPLIST事業（注３）は、SHOPLISTが成長を継続しており、新規事業として平成24年７月に

サービスを開始して５年目となる前連結会計年度の売上高は190億円を超えました。当第２四半期連結累計期間に

おいても、その売上高は101億円（前年同累計期間比9.4％増）と拡大を継続しております。今後も、継続的な大規

模プロモーションや物流強化、新規購入者のリピート率向上などを通じて、事業規模拡大・サービス向上に注力し

てまいります。

当社はSHOPLISTを中心としたEC関連領域に人材や資金等の経営資源を集中させ、集客力・販売チャネル・ブラン

ディング強化を行うことで、SHOPLIST事業の成長に注力し、企業価値の向上に努めます。また当社グループとして

も、CROOZの資産を活かした新規事業やM&Aにも積極的に挑戦し、第二・第三の事業の柱を創出してまいります。

 
この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は11,833,768千円（前年同四半期比25.3％減）、営業利益

は431,448千円（前年同四半期比70.8％減）、経常利益は440,873千円（前年同四半期比70.3％減）、親会社株主に

帰属する四半期純利益は220,677千円（前年同四半期比78.9％減）となりました。

なお、当期はインターネットコンテンツ事業（ゲーム事業）の大半を売却し、SHOPLISTを中心としたEC事業に事

業構造を変革して迎える初めての期となります。前期の実績として、インターネットコンテンツ事業は連結売上高

と営業利益の大きなウェイトを占めており、事業構造を変革した今期業績は、対前期比では大きな変化が発生して

おります。投資家の皆様におかれましては、対前年同期比における業績比較などにおいては上記の事実をご認識の

上、十分にご注意をいただければと思います。

 

（注１）平成29年4月24日経済産業省「平成28年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（電子商

取引に関する市場調査）」を基に記載しております。

（注２）株式会社CyberZ及び株式会社シード・プランニングの共同調査情報を基に記載しております。
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（注３）「SHOPLIST事業」につきましては、前連結会計年度まで「インターネットコマース事業」に含まれてい

ま　したが、事業規模の拡大により経営における重要性が増したため、報告セグメントとして記載する方

法に変更しております。これに伴い、SHOPLIST事業以外のインターネットコマース事業については、量的

な重要性が乏しいことから報告セグメントに含めず、「その他」の区分に含めて記載する方法に変更して

おります。なお、第１四半期連結会計期間より、新たな報告セグメントの区分に基づいて開示を行ってお

り、前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組替えた数値で比較

しております。

 
セグメントごとの業績の状況を示すと次のとおりであります。

①SHOPLIST事業

売上高は10,119,704千円（前年同四半期比9.4％増）、セグメント利益は501,374千円（前年同四半期比31.4％

増）となりました。

②インターネットコンテンツ事業

売上高は1,483,176千円（前年同四半期比77.4％減）、セグメント利益は273,155千円（前年同四半期比75.9％

減）となりました。

③その他

売上高は230,887千円（前年同四半期比359.7％増）、セグメント損失は343,082千円（前年同四半期はセグメン

ト損失38,649千円）となりました。

 

なお、インターネットコンテンツ事業については、平成28年11月にエレメンタルストーリーを除く全てのゲーム

タイトルに関する事業とそれに関わる人材に関して、会社分割及び株式譲渡を実施したことに伴い、売上高及びセ

グメント利益が減少しております。

 
(2)　財政状態の分析

（総資産）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、のれんの増加83,888千円があった一方で、現金及び預金の減少

480,382千円及び売掛金の減少98,640千円などにより、15,854,893千円（前連結会計年度末比414,437千円の減少）

となりました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における負債は、買掛金の増加206,199千円があった一方で、未払金の減少236,296

千円及び未払法人税等の減少435,792千円などにより、3,627,531千円（前連結会計年度末比560,609千円の減少）

となりました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、配当金の支払180,960千円及び親会社株主に帰属する四半期純

利益の計上220,677千円などにより、12,227,361千円（前連結会計年度末比146,171千円の増加）となりました。

　

(3)  キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、10,849,051千円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは162,630千円の増加となりました。

主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益418,177千円、のれん償却額115,513千円及び仕入債務の増加

187,826千円などであり、主な減少要因は、法人税等の支払額610,150千円などであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは589,333千円の減少となりました。

主な増加要因は、敷金及び保証金の回収による収入27,190千円などであり、主な減少要因は、有形固定資産の取

得による支出300,303千円、敷金及び保証金の差入による支出115,452千円及び貸付けによる支出100,000千円など

であります。

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは54,170千円の減少となりました。

主な増加要因は、非支配株主からの払込みによる収入109,800千円などであり、主な減少要因は、配当金の支払

額180,412千円などであります。

　

(4)  事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

　

(5)  研究開発活動

該当事項はありません。

　

(6)  従業員数

当第２四半期連結累計期間において、従業員数の著しい増減はありません。

　

(7)  経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第２四半期連結累計期間において、経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通しについて

重要な変更はありません。

　

(8)  経営者の問題認識と今後の方針について

当第２四半期連結累計期間において、経営者の問題意識と今後の方針についての重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 43,886,400

計 43,886,400
 

 

②  【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,917,100 12,917,100
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は100株
であります。

計 12,917,100 12,917,100 － －
 

（注）提出日現在発行数には、平成29年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成29年６月20日

新株予約権の数（個） 790個（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 79,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,852（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成29年７月６日
至　平成39年７月５日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額（円）

発行価額　　2,852
資本組入額　1,426

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するも
のとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４
 

　(注)１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。なお、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償

割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により新株予

約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で

権利行使または消却されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる

１株未満の端数は切り捨てる。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日後、新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社

は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は切

り捨てる。

　２　当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端

数は切り上げる。
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調整後行使価額＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

　また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新

株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）は、次の算式

により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    既発行
株式数

＋

新規発行
株 式 数

×
１株あたり
払込金額

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

　なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株あたり払込金額」を「１株あたり処分金額」にそれぞ

れ読み替えるものとする。

　さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行

使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるも

のとする。　

　３　新株予約権の行使の条件

（１）新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

（２）新株予約権者は、以下の区分に従い、割当てられた新株予約権個数のうち、その全部または一部につき新株

予約権を行使することができる。但し、権利行使は１個単位とする。

①平成29年７月６日から平成32年３月31日までは、割当てられた新株予約権の行使は一切できないものとす

る。

②新株予約権者は、平成30年３月期から平成38年３月期までのいずれかの期における連結営業利益が25億円

を超過した場合、上記①にて定める期間を除き、割当てられた新株予約権の全てを行使することができる。

なお、ここでいう連結営業利益の判定においては、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書

に記載される連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における営業利益を参

照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、

別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

③平成30年３月期から平成38年３月期までのいずれかの期における連結営業利益が25億円を超過しない限

り、上記①にて定める期間を経過した日以降であっても、割当てられた新株予約権の行使は一切できないも

のとする。

（３）上記（２）にかかわらず、割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場している証

券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30％（ただし、上記(注)２に準じて取

締役会により適切に調整されるものとする。）を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存する全て

の新株予約権を行使価額の95％（ただし、上記(注)２に準じて取締役会により適切に調整されるものとす

る。）の価額で行使期間の終期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該

当するときはこの限りではない。

①当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

②当社が法令や当社が上場している証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していな

かったことが判明した場合

③当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他新株予約権割当日において前提とされていた事情に大き

な変更が生じた場合

④その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

　４　組織再編成行為の際の新株予約権の取扱い

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）を行う場合において、組織再編成行為の効力発生

日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、

吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
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①交付する再編成対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)１に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のう

え、上記(注)２で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当

該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

　新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から

本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　本新株予約権の定めに準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

　(注)３の定めに準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び取得の条件

　本新株予約権の定めに準じて決定する。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年９月30日 － 12,917,100 － 449,595 － 439,595
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(6) 【大株主の状況】

平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

小渕　宏二 東京都渋谷区 3,350,000 25.93

NOMURA PB NOMINEES TK1 LIMITED
（常任代理人 野村證券株式会社）

1 ANGEL LANE, LONDON, EC 4R 3AB,
UNITED　KINGDOM　

1,188,400 9.20

田澤　知志 東京都北区 1,020,000 7.89

DEUTSCHE BANK AG LONDON GPF　
CLIENT OMNI-FULL TAX 613
（常任代理人 ドイツ証券株式会社）

TAUNUSANLAGE 12,D-60325 FRANKFURT AM
MAIN,FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

428,200 3.31

MSIP CLIENT SECURITIES
（常任代理人 モルガン・スタンレー
MUFG証券株式会社）　

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON
E14 4QA, U.K. 　

413,267 3.19

資産管理サービス信託銀行株式会社
（証券投資信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番12号 322,900 2.49

GOVERNMENT OF NORWAY
（常任代理人 シティバンク、エヌ・
エイ東京支店）

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO 299,600 2.31

モルガン・スタンレーMUFG証券株式
会社

東京都千代田区大手町１丁目９番7号 211,535 1.63

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC
ISG (FE-AC)
（常任代理人 株式会社三菱東京
UFJ銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

210,563 1.63

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 182,200 1.41

計 ― 7,626,665 59.00
 

(注) 上記のほか、自己株式が852,565株あります。

 
(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　平成29年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 852,500

完全議決権株式（その他） 普通株式 12,061,400 120,614 －

単元未満株式 普通株式 3,200 －
一単元（100株）未満の
株式

発行済株式総数  12,917,100 － －

総株主の議決権 － 120,614 －
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② 【自己株式等】

　平成29年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
クルーズ株式会社

東京都港区六本木六丁目10番１号
六本木ヒルズ森タワー

852,500 － 852,500 6.59

計 － 852,500 － 852,500 6.59
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

クルーズ株式会社(E05621)

四半期報告書

11/22



１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 11,329,433 10,849,051

  売掛金 1,623,403 1,524,763

  その他 507,902 539,701

  流動資産合計 13,460,739 12,913,515

 固定資産   

  有形固定資産 511,656 480,187

  無形固定資産   

   ソフトウエア 49,775 106,764

   のれん 1,159,004 1,242,893

   その他 2,001 1,833

   無形固定資産合計 1,210,781 1,351,491

  投資その他の資産   

   投資その他の資産 1,179,455 1,202,999

   貸倒引当金 △93,301 △93,301

   投資その他の資産合計 1,086,153 1,109,698

  固定資産合計 2,808,591 2,941,377

 資産合計 16,269,330 15,854,893

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,768,345 1,974,544

  未払金 841,721 605,425

  未払法人税等 668,119 232,327

  ポイント引当金 79,774 127,505

  その他 470,785 215,834

  流動負債合計 3,828,746 3,155,637

 固定負債   

  長期未払金 359,394 359,394

  その他 － 112,500

  固定負債合計 359,394 471,894

 負債合計 4,188,140 3,627,531

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 449,465 449,595

  資本剰余金 1,294,907 1,383,844

  利益剰余金 10,775,262 10,814,979

  自己株式 △507,483 △507,483

  株主資本合計 12,012,151 12,140,936

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 25,321 26,777

  為替換算調整勘定 4,537 4,660

  その他の包括利益累計額合計 29,858 31,437

 新株予約権 17,755 17,404

 非支配株主持分 21,423 37,582

 純資産合計 12,081,189 12,227,361

負債純資産合計 16,269,330 15,854,893
 

EDINET提出書類

クルーズ株式会社(E05621)

四半期報告書

12/22



(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 15,848,081 11,833,768

売上原価 10,972,925 8,686,116

売上総利益 4,875,156 3,147,652

販売費及び一般管理費 ※  3,399,907 ※  2,716,204

営業利益 1,475,248 431,448

営業外収益   

 持分法による投資利益 21,948 12,849

 為替差益 － 2,357

 その他 2,732 5,217

 営業外収益合計 24,681 20,425

営業外費用   

 投資事業組合運用損 4,155 4,890

 為替差損 5,540 －

 貸倒引当金繰入額 4,000 －

 支払和解金 － 5,163

 その他 906 946

 営業外費用合計 14,601 10,999

経常利益 1,485,327 440,873

特別利益   

 受取和解金 － 30,000

 新株予約権戻入益 1,721 420

 特別利益合計 1,721 30,420

特別損失   

 固定資産除却損 364 6,281

 減損損失 － 46,834

 関係会社株式評価損 9,000 －

 特別損失合計 9,364 53,116

税金等調整前四半期純利益 1,477,685 418,177

法人税、住民税及び事業税 438,493 210,812

法人税等調整額 △13,019 △8,479

法人税等合計 425,473 202,333

四半期純利益 1,052,211 215,843

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

8,562 △4,834

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,043,648 220,677
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 1,052,211 215,843

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △11,192 1,455

 為替換算調整勘定 △3,051 123

 その他の包括利益合計 △14,244 1,579

四半期包括利益 1,037,966 217,422

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,029,404 222,257

 非支配株主に係る四半期包括利益 8,562 △4,834
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 1,477,685 418,177

 減価償却費 581,726 62,047

 減損損失 － 46,834

 のれん償却額 － 115,513

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,000 －

 ポイント引当金の増減額（△は減少） 12,446 47,730

 賞与引当金の増減額（△は減少） △19,868 －

 持分法による投資損益（△は益） △21,948 △12,849

 為替差損益（△は益） 2,053 △524

 投資事業組合運用損益（△は益） 4,155 4,890

 受取和解金 － △30,000

 支払和解金 － 5,163

 新株予約権戻入益 △1,721 △420

 固定資産除却損 364 6,281

 関係会社株式評価損 9,000 －

 売上債権の増減額（△は増加） 349,524 105,964

 仕入債務の増減額（△は減少） 285,013 187,826

 未払金の増減額（△は減少） △100,693 △186,314

 その他の資産の増減額（△は増加） 51,819 111,816

 その他の負債の増減額（△は減少） 14,941 △133,690

 その他 7,468 527

 小計 2,655,965 748,972

 利息の受取額 59 68

 利息の支払額 △494 △1,097

 和解金の受取額 － 30,000

 和解金の支払額 － △5,163

 法人税等の支払額 △655,585 △610,150

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,999,945 162,630

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △33,382 △300,303

 無形固定資産の取得による支出 △115,654 △4,454

 投資事業組合からの分配による収入 － 9,777

 投資有価証券の取得による支出 △118,126 △11,273

 投資有価証券の売却による収入 － 900

 貸付けによる支出 － △100,000

 敷金及び保証金の差入による支出 △13,670 △115,452

 敷金及び保証金の回収による収入 150 27,190

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △95,718

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

30,186 －

 投資活動によるキャッシュ・フロー △250,496 △589,333

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 60,000 38,300

 短期借入金の返済による支出 △30,000 △3,300

 長期借入れによる収入 － 150,000

 長期借入金の返済による支出 △3,000 △168,887

 社債の償還による支出 △50,000 －

 新株予約権の行使による新株発行による収入 12,525 250

 新株予約権の発行による収入 － 79

 配当金の支払額 △180,239 △180,412

 非支配株主からの払込みによる収入 － 109,800

 財務活動によるキャッシュ・フロー △190,714 △54,170

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,073 490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,553,661 △480,382

現金及び現金同等物の期首残高 7,377,684 11,329,433

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  8,931,345 ※  10,849,051
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【注記事項】

(連結の範囲の変更)

第１四半期連結会計期間より、株式を取得したこと等により株式会社トラベルオンライン他３社を連結の範囲に含

めております。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに設立した子会社３社を連結子会社といたしました。

 
(四半期連結損益計算書関係)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
 至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
 至 平成29年９月30日)

広告宣伝費 1,854,432千円 1,163,919千円

回収代行手数料 463,116千円 228,507千円

ポイント引当金繰入額 12,446千円 47,730千円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりで

あります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
 至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
 至 平成29年９月30日)

現金及び預金 8,931,345千円 10,849,051千円

計 8,931,345千円 10,849,051千円

現金及び現金同等物 8,931,345千円 10,849,051千円
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年５月12日
取締役会

普通株式 179,836 15.00 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金
 

　

２  基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後

となるもの

　　　該当事項はありません。

　

当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月10日
取締役会

普通株式 180,960 15.00 平成29年３月31日 平成29年６月30日 利益剰余金
 

　

２  基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後

となるもの

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　（単位：千円）

 
報告セグメント

その他(注)１ 合計
SHOPLIST事業

インターネット
コンテンツ事業

計

売上高      

  外部顧客への売上高 9,247,957 6,549,894 15,797,852 50,229 15,848,081

計 9,247,957 6,549,894 15,797,852 50,229 15,848,081

セグメント利益(注）２ 381,474 1,132,422 1,513,897 △38,649 1,475,248
 

(注)１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主としてインターネットソリュー

ション事業を含んでおります。

(注)２　セグメント利益の合計額は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　該当事項はありません。

 
当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　（単位：千円）

 
報告セグメント

その他(注)１ 合計
SHOPLIST事業

インターネット
コンテンツ事業

計

売上高      

  外部顧客への売上高 10,119,704 1,483,176 11,602,881 230,887 11,833,768

計 10,119,704 1,483,176 11,602,881 230,887 11,833,768

セグメント利益(注）２ 501,374 273,155 774,530 △343,082 431,448
 

(注)１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主として株式会社Candleが営む事

業を含んでおります。

(注)２　セグメント利益の合計額は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　各報告セグメントに配分していない全社資産において、オフィスの一部エリアの解約を決定したことによる減損損

失46,834千円を計上しております。

 
３．報告セグメントの変更等に関する事項

　第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しております。

　前連結会計年度まで「インターネットコマース事業」に含まれていた「SHOPLIST事業」については、事業規模の拡

大により経営における重要性が増したため、報告セグメントとして記載する方法に変更しております。これに伴い、

SHOPLIST事業以外のインターネットコマース事業については、量的な重要性が乏しいことから報告セグメントに含め

ず、「その他」の区分に含めて記載する方法に変更しております。

　なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載して

おります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
 至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
 至 平成29年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額   87円01銭   18円29銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 1,043,648 220,677

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額（千円）

1,043,648 220,677

普通株式の期中平均株式数（株） 11,994,154 12,064,461

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 81円86銭 17円19銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する
四半期純利益調整額（千円）

－ －

普通株式増加数（株） 755,748 773,879

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも
のの概要

－ －
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(重要な後発事象)

取得による企業結合

当社は平成29年９月19日開催の取締役会において、株式会社エモーシブ（以下、エモーシブ）の株式を取得し、子

会社化することを決議し、平成29年10月19日にエモーシブの株式を取得いたしました。

 
１．企業結合の概要

(1)被取得企業の名称及び事業の内容

① 被取得企業の名称

株式会社エモーシブ

② 事業内容

オンラインファッションスタイリングサービス等の運営

(2)企業結合を行った主な理由

　新規チャレンジのための投資の一環として、オンラインファッションスタイリングサービス等を実施するエ

モーシブの株式を取得することといたしました。

(3)企業結合日

平成29年10月19日

(4)企業結合の法的形式

株式取得

(5)結合後企業の名称

変更はありません。

(6)取得した議決権比率

51.0％

(7)取得企業を決定するに至った主な根拠　

当社が現金を対価として、株式を取得したことによるものです。

 

２．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

株式譲渡契約の定めにより、当社は秘密保持義務を負っていることから非開示とさせていただきます。

 
３. 主要な取得関連費用の内容及び金額

現時点では確定しておりません。

 
４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成２９年１１月１４日

クルーズ株式会社

取締役会  御中

 

有限責任監査法人トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   篠　　原　　孝　　広   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   倉　　本　　和　　芳   印

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているクルーズ株

式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２９年７

月１日から平成２９年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２９年４月１日から平成２９年９月３０日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計

算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、クルーズ株式会社及び連結子会社の平成２９年９月３０日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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